
合併協議会だより 合併協議会だより 
五城目町・八郎潟町・井川町 

2004.５.10第６号 
新たな活力を創造し 

　人  自然  文化 の香り豊かなまち 

合併の期日は「平成17年10月１日」 

新町の名称は「 湖  東  町 」 
　　　　　　　　　　　　　　に決定しました 

合併の期日は「平成17年10月１日」 

新町の名称は「 湖  東  町 」 
　　　　　　　　　　　　　　に決定しました 

こ とう ちょう こ とう ちょう 

①

４月27日に八郎潟町農村環境改善センターを会場

に開催された第６回合併協議会では、合併の期日を

「平成17年10月１日」とし、新町の名称を「湖
こ

東
とう

町
ちょう

」

とすることが確認されました。また、議会の議員の

定数や任期については、３町の議員は合併後１年間

は引き続き新町の議員として在任することとし、在

任特例適用後の新町の議会議員の定数は24人とする

提案が行われましたが、在任特例の適用期間が長す

ぎるという意見などがあり、継続して協議すること

としました。

第６回合併協議会 ………… 

お知らせ ………………………… 

合併協定項目一覧表 …………… 
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井川町国花苑



②

や
決
算
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

決
算
額
は
、
歳
入
9
、
3
1
6
、
4
9

3
円
、
歳
出
8
、
4
2
1
、
2
0
6
円
で

歳
入
歳
出
差
引
額
8
9
5
、
2
8
7
円
と

平
成
15
年
度
任
意
合
併
協
議
会
決
算

及
び
新
町
名
候
補
選
定
結
果
に
つ
い
て

報
告
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
第
16
号
　
平
成
15
年
度
任
意
合
併
協

議
会
決
算
に
つ
い
て

任
意
合
併
協
議
会
に
お
け
る
事
業
実
績

な
っ
て
お
り
、
差
引
額
に
つ
い
て
は
合
併

協
議
会
に
引
き
継
い
だ
こ
と
や
、
決
算
審

査
に
つ
い
て
は
3
町
の
代
表
監
査
委
員
に

よ
る
監
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
説
明

さ
れ
ま
し
た
。

※
表
1
参
照

報
告
第
17
号
　
新
町
名
候
補
選
定
結
果
に

つ
い
て

新
町
名
候
補
選
定
結
果
に
つ
い
て
、
新

町
名
候
補
選
定
小
委
員
会
正
副
委
員
長
が

会
議
に
出
席
し
、
小
野
一
二
委
員
長
か
ら

小
委
員
会
が
応
募
作
品
の
中
か
ら
選
定
し

た
新
町
の
名
称
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
候
補

名
9
点
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
や
選
考
理

由
な
ど
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

※
表
2
参
照

4
月
27
日
、
八
郎
潟
町
農
村
環

境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
第
6

回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

会
議
で
は
、
平
成
15
年
度
任
意

合
併
協
議
会
決
算
及
び
小
委
員
会

に
よ
る
新
町
名
候
補
選
定
結
果
に

つ
い
て
の
報
告
事
項
、
合
併
の
期

日
、
新
町
の
名
称
、
議
会
の
議
員

及
び
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い
、
地
方
税
の

取
扱
い
に
関
す
る
5
つ
の
協
議
事

項
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
行
わ

れ
、
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
な

ど
新
た
に
8
つ
の
合
併
協
定
項
目

に
関
す
る
調
整
方
針
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。

○表1 決算概要

備　　　考決 算 額予 算 額項款

3 町× 1,400 千円4,200,0004,200,000負 担 金1負 担 金1

01,000国庫補助金1
国県支出金2

重点支援地域補助金5,000,0005,000,000県 補 助 金2

湖東 3町合併懇談会繰入金116,4831,000繰 入 金1繰 入 金3

91,000預 金 利 子1
諸 収 入4

11,000雑 入2

9,316,4939,204,000合 計

歳入 （単位：円）

備　　　考決 算 額予 算 額項款

委員報酬など655,650686,000会 議 費1
運 営 費1

会議資料印刷など1,328,005 1,506,000事 務 費2

合併推進業務委託など6,437,5516,912,000事業推進費1事 業 費2

0100,000予 備 費1予 備 費3

8,421,2069,204,000合 計

歳出 （単位：円）

第
6
回
合
併
協
議
会 

報
告
さ
れ
た
事
項 

報
告
さ
れ
た
事
項

報
告
さ
れ
た
事
項 

報
告
さ
れ
た
事
項 

合併協議会の会議の様子



③

小　委　員　会　の　選　考　理　由ふ り が なNo名　称

◎八郎湖をはじめとする豊かで清らかな水流と、国花苑・雀館公園・三倉
　鼻公園に絢欄と咲きほこる桜は、3町の住民の心に英気、風雅、潤い、　
　安らぎを与えてくれる。

こざくらちょう

（応募数 8件）
1湖桜町

◎ 3町とも八郎湖の東に位置しており、湖東地区として住民に広く行きわ
　たっている名称である。病院、農協、消防などにも「湖東」の名称が用
　いられており違和感がなく、現八郎湖の東の地域として地理的位置がイ
　メージできる。
◎「湖東」の文字は清澄感・和平感を秘め、特に「東」には、朝日、夢、
　希望など発展がイメージされ、語感もよい。
◎この地域は、昔から何かしら八郎湖の恩恵を受けてきた。歴史的にも文
　化的にも 3町の位置関係から馴染みのある名称であり、さらに対外的に
　もアピールできる。
※読み方を「ちょう」とすることで、合併町としての新鮮さが感じられる。
　また、「まち」の場合は町名として落ち着きがある。

ことうちょう

（応募数 263件）
2

湖東町

こ と う ま ち

（応募数 171件）
3

◎明るさ、希望、躍動感があり、八郎潟（湖）に朝日が燦々と光り輝くよ
　う、3町の発展を太陽に願う。
◎健康感、活力感、清新感があって、3町の住民の和と一体感がイメージ
　される。
◎語感に、ひかり・あたたかさがあって親しみやすい。

こようちょう

（応募数 4件）
4湖陽町

◎この地域は、古くは「潟東」と称され、地理的な地域の名称である。
◎八郎湖が八郎潟であった歴史と「潟」に対する地域住民の思いが秘めら
　れ、「東」の文字に地理的位置と希望、発展が込められている。
◎親近感と地域の一体感があり、「湖東」に代わる名称ともいえる。また、
　語感に清新感があり、呼称しやすい。

せきとうちょう

（応募数 6件）
5

潟東町
せきとうまち

（応募数 2件）
6

◎かつての日本第二の湖「八郎潟」に代わる名称で、全国視野での地理的
　位置も示され、全国に即発信することが期待できる。
◎秋田自動車道の「八郎湖ＳＡ」にも用いられるなど、この地域を代表す
　る名称であるとともに、3町の住民が慣れ親しんでいる。
◎日本国内、世界にも知名度がある八郎潟は世紀の干拓によって今は八郎
　湖と呼ばれている。「八郎太郎」「八郎」「三湖物語」の伝説、干拓の歴
　史、詩、歌に詠まれた湖の石碑など、人々の心に感動を与え、全国の学
　校の教材にもなっている。八郎湖は地域の特徴を表し、地理的イメージ、
　歴史・文化等、3町の住民が一体感を持つことができ、さらに対外的に
　もアピールできる。

はちろうこまち

（応募数 11件）
7八郎湖町

◎どこからでも目にすることができる地域のシンボルである。形の良い、
　穏やかな山容は、この地域の人々の内面をあらわしているようで、平和
　な気分になれる。
◎多くの人々の心のふるさととなっている。山頂からの展望は多くの住民
　の知るところであり、3町協和の上に有効である。「森」の文字は 3町
　の協力、結束を表し、語感がよく呼称しやすい。
◎森山は、律令国家（奈良・平安）の北の国境にあたる。また、湖上の舟
　の位置の目標になっていたことはもちろん、漁場の境界線を引く場合の
　基準点にもなっていた。

もりやまちょう

（応募数 56件）
8

森山町

もりやままち

（応募数 21件）
9

○表2 新町名候補選定結果　 【50音順】



④

合
併
協
定
の
基
本
的
項
目
で
あ
る
合

併
の
期
日
、
新
町
の
名
称
や
継
続
し
て

協
議
を
行
っ
て
い
る
議
会
の
議
員
、
農

業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
、
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
「
平
成
17

年
10
月
1
日
」
と
し
、
新
町
の
名
称
は

「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
議
会
の
議
員
、
農
業
委
員
会

の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
在
任
特
例
を
適
用
す
る
こ

と
な
ど
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

適
用
や
定
数
な
ど
に
つ
い
て
引
き
続
き

継
続
し
て
協
議
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
集
合
徴
収
方
式
に
よ
り
町
民
税

な
ど
4
税
目
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
8

回
で
納
付
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

協
議
第
6
号
の
2

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
第
1
回
合

併
協
議
会
に
お
い
て
「
合
併
の
目
標
期
日

を
平
成
17
年
3
月
31
日
以
内
と
す
る
。」

と
し
て
提
案
が
行
わ
れ
、
合
併
特
例
法
の

改
正
動
向
や
町
議
会
議
員
の
選
挙
日
程
な

ど
を
見
極
め
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
の
会
議
で
は
、
今
後
の
様
々
な
合
併
協

定
項
目
を
協
議
す
る
上
で
の
基
本
的
な
前

提
条
件
と
な
る
こ
と
や
、
法
改
正
の
審
議

状
況
な
ど
を
考
慮
し
て
、「
合
併
の
期
日

は
、
平
成
17
年
10
月
1
日
と
す
る
。」
と

し
た
調
整
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

（
合
併
期
日
を
平
成
17
年
10
月
1
日
と
し

た
主
な
理
由
）

●
平
成
17
年
3
月
ま
で
に
合
併
調
印
な
ど

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
合
併
ま
で
の
標

準
的
な
準
備
期
間
で
あ
る
6
ヵ
月
が
確

保
で
き
る
こ
と

●
各
町
の
平
成
16
年
度
決
算
を
平
成
17
年

9
月
議
会
で
各
町
に
お
い
て
審
査
が
で

き
る
こ
と

●
平
成
17
年
10
月
1
日
は
土
曜
日
で
あ

り
、
書
類
等
の
移
動
、
電
算
シ
ス
テ
ム

切
り
替
え
な
ど
の
最
終
的
な
準
備
作
業

を
土
日
の
2
日
間
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と

【
協
議
結
果
】

国
会
で
合
併
特
例
法
改
正
（
平
成
17
年

3
月
ま
で
に
合
併
の
議
決
を
経
て
平
成
18

年
3
月
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
は
、
現

行
の
財
政
支
援
な
ど
の
特
例
制
度
が
適
用

さ
れ
る
な
ど
の
改
正
）
が
可
決
さ
れ
て
か

ら
提
案
を
行
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か

と
す
る
意
見
や
、
合
併
協
議
が
進
む
に
つ

れ
て
合
併
期
日
が
延
び
て
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た

が
、
3
町
と
し
て
最
も
ス
ム
ー
ズ
な
合
併

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
住
民
サ

ー
ビ
ス
に
混
乱
が
生
じ
な
い
こ
と
を
考
慮

し
た
適
切
な
時
期
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら

提
案
ど
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
7
号
の
3

新
町
の
名
称
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

新
町
の
名
称
は
、
第
2
回
合
併
協
議
会

で
確
認
し
た
と
お
り
、
小
委
員
会
で
選
定

し
た
新
町
名
候
補
の
中
か
ら
合
併
協
議
会

で
協
議
を
行
い
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
提

案
さ
れ
ま
し
た
。

【
協
議
結
果
】

は
じ
め
に
、
新
町
の
名
称
の
選
定
方
法

に
つ
い
て
、
各
委
員
か
ら
意
見
を
述
べ
て

も
ら
い
、
そ
の
結
果
、
新
町
名
候
補
9
点

の
中
か
ら
各
委
員
が
3
点
以
内
を
選
ん
で

投
票
し
、
そ
の
上
位
か
ら
3
点
に
絞
り
込

み
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

投
票
の
結
果
、
新
町
の
名
称
の
候
補
と

し
て
、
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

、
八
郎
湖
町

は
ち
ろ
う
こ
ま
ち

、
森
山
町

も
り
や
ま
ち
ょ
う
の

3
点
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
※
表
3
参
照

次
に
、
こ
の
3
点
の
中
か
ら
新
町
の
名

称
を
決
定
す
る
た
め
の
話
し
合
い
が
行
わ

れ
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
地
域
は
、
昔
か

ら
湖
東
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
、
暮
ら
し
に

馴
染
ん
で
い
る
名
称
で
も
あ
る
と
し
て
、

全
会
一
致
で
「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
を
新
町
の
名
称

と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

○表3 投票の結果

投 票 数名　　称  （ふ り が な）

17 票（ことうちょう）湖 東 町

8票（はちろうこまち）八郎湖町

5票（もりやまちょう）森 山 町

4票（ こ と う ま ち ）湖 東 町

1票（こざくらちょう）湖 桜 町

1票（せきとうちょう）潟 東 町

1票（もりやままち）森 山 町

0票（せきとうまち）潟 東 町

協
議
さ
れ
た
事
項 

協
議
さ
れ
た
事
項

協
議
さ
れ
た
事
項 

協
議
さ
れ
た
事
項 



⑤

（
1
点
に
絞
り
込
む
た
め
に
出
さ
れ
た
委

員
意
見
概
要
）

●
小
委
員
会
の
選
考
の
際
に
も
、
今
の
投

票
の
結
果
も
圧
倒
的
に
「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
が

多
い
の
で
、
こ
の
際
こ
の
名
称
に
決
め

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

●
「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
が
圧
倒
的
で
あ
る
か
ら

「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
と
短
絡
的
に
決
め
る
の
で

は
な
く
、「
八
郎
湖
町

は
ち
ろ
う
こ
ま
ち

」
を
主
張
す
る

方
々
の
中
に
も
「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
に
投
票
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
も
う
少

し
話
し
合
い
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と

思
う
。

●
今
の
投
票
は
3
点
以
内
と
い
う
こ
と

で
、
1
人
で
2
点
、
3
点
選
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
決
選
投
票
を
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
。

●
決
選
投
票
で
も
い
い
が
、
投
票
で
大
体

決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り

み
ん
な
が
い
い
と
い
う
方
向
に
従
う
の

が
会
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

●
歴
史
の
背
景
な
ど
で
は
な
く
、
誰
も
が

呼
び
や
す
い
、
誰
か
ら
も
親
し
ま
れ
や

す
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
選
ぶ
と

す
れ
ば
、
投
票
総
数
で
も
意
識
は
分

か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

●
名
前
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
で
私
た

ち
の
新
し
い
町
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
私
た

ち
が
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で

名
前
を
決
め
た
い
と
思
う
。
名
前
が
生

き
る
も
輝
く
も
汚
れ
る
も
、
こ
れ
か
ら

私
た
ち
が
良
い
町
を
つ
く
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
と
思
う
の
で
、
協
議
会
の
総
意
を

尊
重
し
て
、相
互
理
解
と
い
う
こ
と
で
、

「
湖
東
町

こ
と
う
ち
ょ
う

」
と
い
う
こ
と
で
お
諮
り
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

協
議
第
12
号
の
5

議
会
の
議
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

こ
れ
ま
で
の
協
議
会
に
お
け
る
協
議
内

容
な
ど
を
踏
ま
え
、
合
併
後
の
新
町
の
一

体
感
が
醸
成
さ
れ
る
期
間
が
必
要
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
在
任
特
例
を
1
年
間
適
用

す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
在
任
特
例
適
用

後
の
定
数
は
、
法
定
上
限
定
数
の
26
人
よ

り
2
人
少
な
い
24
人
と
す
る
な
ど
と
し
た

次
の
調
整
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

1．

五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
、
井
川

町
の
議
会
議
員
は
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
7
条

第
1
項
第
1
号
の
規
定
を
適
用

し
、
引
き
続
き
新
町
の
議
員
と
し

て
在
任
す
る
。
な
お
、
在
任
特
例

適
用
期
間
は
、
1
年
と
す
る
。

2．

在
任
特
例
適
用
後
の
新
町
の
議

会
議
員
の
定
数
は
、
24
人
と
す
る
。

3．

在
任
特
例
適
用
後
の
議
会
議
員

の
一
般
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙

区
を
設
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

【
協
議
結
果
】

在
任
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
合
併
期
日
が
当
初
予
定
し
て
い
た
時

期
よ
り
6
ヵ
月
延
び
た
こ
と
も
あ
り
1
年

間
は
長
す
ぎ
る
と
し
た
意
見
や
、
3
町
の

信
頼
関
係
を
築
く
足
場
を
つ
く
る
た
め
に

は
必
要
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
ほ

投票の様子

開票の様子

新町名称決定の様子



⑥

か
、
在
任
特
例
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い

な
ど
と
す
る
意
見
が
あ
り
、
定
数
に
つ
い

て
も
、
3
町
の
人
口
規
模
か
ら
し
て
多
い

と
す
る
意
見
や
、
報
酬
を
低
く
し
て
法
定

上
限
定
数
26
人
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
の
意
見
な
ど
が
あ
り
、
今
回
の
議
論
を

踏
ま
え
一
定
の
方
向
性
を
見
出
す
た
め
継

続
し
て
協
議
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

協
議
第
13
号
の
5

農
業
委
員
会
の
委
員

の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

新
町
に
設
置
す
る
農
業
委
員
会
は
、
面

積
要
件
に
よ
り
複
数
設
置
が
可
能
で
あ
る

が
1
つ
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
選
挙
に
よ

り
委
員
が
決
定
す
る
ま
で
の
期
間
は
、
農

業
委
員
会
は
業
務
が
行
え
な
い
こ
と
と
な

り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す
こ

と
と
な
る
た
め
在
任
特
例
を
7
ヵ
月
間
適

用
す
る
こ
と
と
し
、
在
任
特
例
適
用
後
の

選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
18
人
、
選
任

に
よ
る
委
員
の
定
数
は
6
人
で
議
会
議
員

の
定
数
と
同
じ
く
合
計
24
人
と
し
、
現
在

の
町
を
単
位
と
す
る
3
選
挙
区
を
設
け
る

な
ど
と
し
た
次
の
調
整
案
が
提
案
さ
れ
ま

し
た
。

1．

新
町
に
1
つ
の
農
業
委
員
会
を

置
く
。

2．

五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
、
井
川

町
の
農
業
委
員
会
の
委
員
の
う

ち
、
選
挙
に
よ
る
委
員
は
、
市
町

村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

第
8
条
第
1
項
の
規
定
を
適
用

し
、
引
き
続
き
新
町
の
農
業
委
員

会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在

任
す
る
。
な
お
、
在
任
特
例
適
用

期
間
は
、
7
ヵ
月
と
す
る
。

3．

選
挙
に
よ
る
委
員
が
在
任
特
例

適
用
期
間
中
は
、
選
任
に
よ
る
委

員
の
定
数
を
6
人
と
す
る
。

4．

在
任
特
例
適
用
後
の
新
町
に
お

け
る
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る

委
員
の
定
数
は
18
人
と
し
、
選
任

に
よ
る
委
員
の
定
数
は
6
人
と

す
る
。

5．

在
任
特
例
適
用
後
の
農
業
委
員

会
の
選
挙
区
の
数
は
、
現
在
の
町

を
単
位
と
す
る
3
選
挙
区
と
す
る
。

た
だ
し
、
選
挙
区
ご
と
の
委
員

の
定
数
は
、
登
録
選
挙
人
の
数
に

よ
り
新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。

【
協
議
結
果
】

選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
に
つ
い
て

は
、
3
町
の
農
業
委
員
会
か
ら
の
要
請
で

は
20
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
提
案
は
18
人

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
3
町
の
基
幹
産
業
で

あ
る
農
業
の
活
性
化
を
考
え
る
と
委
員
定

数
は
要
請
ど
お
り
と
す
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
と
す
る
意
見
な
ど
が
あ
り
、
地
域
と

の
連
携
に
よ
る
地
域
農
業
の
推
進
の
た
め

1
人
の
委
員
が
担
当
す
る
農
地
面
積
な
ど

に
よ
る
業
務
内
容
に
つ
い
て
検
討
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
継
続
し
て
協
議
を
行

う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

協
議
第
17
号
の
2

地
方
税
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
継
続
協
議
）

【
提
案
内
容
】

前
回
の
協
議
に
お
い
て
、
集
合
徴
収
方

式
に
よ
る
対
象
税
目
、
納
期
を
明
確
に
す

る
べ
き
と
の
意
見
が
あ
り
、
対
象
と
す
る

税
目
は
、
個
人
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
4
つ

と
し
、
納
期
は
6
月
か
ら
1
月
ま
で
の
8

回
と
す
る
こ
と
や
、
都
市
計
画
税
に
つ
い

て
は
、
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
の
取

扱
い
は
新
町
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
い
た

提
案
内
容
を
修
正
し
、
平
成
18
年
度
か
ら

は
課
税
は
行
わ
な
い
な
ど
と
し
た
次
の
調

整
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

1．

3
町
で
差
異
の
な
い
税
制
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
3
町
で
差

異
の
あ
る
税
制
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す

る
。
な
お
、
納
期
が
異
な
る
も
の

に
つ
い
て
は
下
記
3
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

（1）
特
別
土
地
保
有
税
の
免
税
点
に

つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
5
9

5
条
の
規
定
に
よ
り
5
、
0
0

0
２ｍ
と
す
る
。

（2）
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
五
城
目

町
の
例
に
よ
る
。

（3）
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継

ぎ
、
平
成
18
年
度
以
降
の
課
税

は
停
止
す
る
。

2．

税
の
徴
収
方
式
に
つ
い
て
は
、

合
併
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と

し
、
電
算
シ
ス
テ
ム
が
統
合
さ
れ

る
平
成
18
年
度
か
ら
は
井
川
町

の
例
に
よ
る
集
合
徴
収
方
式
を

採
用
す
る
。



⑦

な
お
、
集
合
徴
収
方
式
を
採
用

す
る
税
目
は
、
個
人
町
・
県
民
税
、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国

民
健
康
保
険
税
と
す
る
。

3．

個
人
町
・
県
民
税
、
固
定
資
産

税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
の
納
期
は
、
合
併
年
度
は
現

行
の
と
お
り
と
し
、
電
算
シ
ス
テ

ム
が
統
合
さ
れ
る
平
成
18
年
度
か

ら
統
一
し
、
6
月
、
7
月
、
8
月
、

9
月
、
10
月
、
11
月
、
12
月
、
1

月
の
8
期
と
す
る
。

※
表
4
参
照

【
協
議
結
果
】

集
合
徴
収
方
式
に
よ
る
対
象
税
目
、
納

期
な
ど
に
つ
い
て
は
提
案
ど
お
り
確
認
さ

れ
ま
し
た
が
、
都
市
計
画
税
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
五
城
目
町
に
お
い
て
調
整
が

必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
提
案
さ
れ
た
調

整
案
か
ら
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分
を

削
除
し
て
、
今
後
、
別
項
目
と
し
て
協
議

を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
18
号
の
2

一
般
職
の
職
員
の
身

分
の
取
扱
い
に
つ
い

て
（
継
続
協
議
）

【
提
案
内
容
】

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
法
令
に
基
づ
き
3
町
の
職
員
を

新
町
に
引
き
継
ぐ
こ
と
な
ど
の
調
整
案
が

提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
の
臨
時
職
員
も
含
め
た
職
員
数
の
あ
り

方
や
新
町
の
組
織
機
構
と
あ
わ
せ
て
検
討

を
行
う
こ
と
と
し
て
、
継
続
協
議
と
し
て

お
り
、
今
回
の
協
議
会
で
は
、
3
町
の
現

在
の
職
員
配
置
状
況
や
部
門
別
職
員
数
の

比
較
な
ど
の
資
料
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
町
の
定
員
管
理
や
職
員
削
減
の
取
り

組
み
な
ど
に
つ
い
て
次
回
協
議
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

３　　　町　　　の　　　現　　　状調整結果

区 分

井　川　町五　城　目　町　・　八　郎　潟　町
町 ・ 県 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
国民健康保険税

町 ・ 県 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
国民健康保険税

国民健康保険税軽自動

車　税

固　定

資産税
町･県民税

八郎潟町五城目町

○ 4  月

○ 5  月

○○● 6  月

○○○○● 7  月

○○○○● 8  月

○○○● 9  月

○○○○●10月

○○○●11月

○○○●12月

○● 1  月

○ 2  月

○表4 地方税の納期



提
案
さ
れ
た
事
項 

提
案
さ
れ
た
事
項

提
案
さ
れ
た
事
項 
提
案
さ
れ
た
事
項 

⑧

次
回
の
合
併
協
議
会
で
協
議
さ
れ

る
、
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
な
ど
8

つ
の
案
件
に
つ
い
て
の
合
併
後
に
お
け

る
調
整
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
24
号
　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

公
共
的
団
体
等
に
つ
い
て
は
、
新
町
の

速
や
か
な
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
の

統
合
に
つ
い
て
調
整
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

①
各
町
共
通
の
団
体
に
つ
い
て

（1）
2
町
、
3
町
共
通
の
団
体
は
、
で
き

る
限
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う

に
調
整
に
努
め
る
。

（2）
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
に
つ
い

て
は
、
将
来
の
統
合
に
向
け
検
討
が

進
め
ら
れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

②
各
町
独
自
の
団
体
に
つ
い
て

原
則
と
し
て
現
行
の
と
お
り
と
し
、

必
要
に
応
じ
て
新
町
に
お
い
て
調
整

す
る
。

協
議
第
25
号
　
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

条
例
・
規
則
等
の
制
定
に
あ
た
っ
て

は
、
合
併
協
議
会
で
協
議
・
確
認
さ
れ
た

協
定
項
目
の
調
整
内
容
に
基
づ
き
、
新
町

に
お
け
る
事
務
事
業
に
支
障
を
き
た
さ
な

い
よ
う
次
の
区
分
に
よ
り
整
備
す
る
も
の

と
す
る
。

①
合
併
と
同
時
に
町
長
職
務
執
行
者
の
専

決
処
分
又
は
職
権
に
よ
り
、
即
時
制
定

し
施
行
す
る
も
の

②
合
併
後
も
一
定
の
地
域
に
引
き
続
き
暫

定
的
に
施
行
す
る
も
の

③
合
併
後
、
逐
次
制
定
し
施
行
す
る
も
の

協
議
第
26
号
　
交
通
関
係
事
業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
交
通
指
導
隊
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

統
合
し
、
新
町
に
お
い
て
条
例
化
し
て

新
た
に
組
織
す
る
。
な
お
、
合
併
初
年

度
に
限
り
、
現
隊
員
を
新
町
に
引
き
継

ぎ
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
と
す
る
が
、

平
成
18
年
度
か
ら
は
定
数
を
25
人
以

内
、
任
期
を
2
年
と
し
て
、
新
た
な
体

制
で
組
織
す
る
。

②
交
通
安
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
町
に

お
い
て
新
計
画
を
策
定
す
る
。

③
交
通
安
全
対
策
会
議
及
び
交
通
安
全
対

策
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新

町
に
お
い
て
新
た
に
設
置
す
る
。

④
交
通
安
全
母
の
会
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
統
合
す
る
。

⑤
生
活
バ
ス
路
線
維
持
等
の
公
共
交
通
機

関
の
確
保
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て

は
、現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

新
町
に
お
い
て
調
整
す
る
。

⑥
五
城
目
地
区
交
通
安
全
協
会
及
び
五
城

目
地
区
交
通
指
導
隊
連
合
会
に
つ
い
て

は
、新
町
に
お
い
て
新
た
に
加
入
す
る
。

⑦
交
通
安
全
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
と
協
議
の
う
え
新
町
に
お
い

て
も
整
備
に
努
め
る
。

協
議
第
27
号
　
建
設
関
係
事
業
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
道
路
除
雪
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
と
し
、
新
町
に
お
い
て
道
路
除
雪
計

画
を
策
定
し
、
効
率
的
に
実
施
す
る
。

②
街
灯
設
置
管
理
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、

新
町
に
お
い
て
調
整
し
、
新
た
な
管
理

基
準
等
を
策
定
す
る
。

③
町
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
安
定

し
た
住
宅
供
給
に
資
す
る
よ
う
整
備
に

努
め
る
。

④
認
定
町
道
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
新
町

に
お
い
て
新
た
に
町
道
認
定
基
準
を
策

定
す
る
。

⑤
都
市
計
画
区
域
及
び
用
途
地
域
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

協
議
第
28
号
　
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
町
章
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

②
町
民
歌
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

③
町
の
木
、
町
の
花
、
町
の
鳥
、
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
つ

い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
検
討
す
る
。



⑨

井　　　川　　　町八　　 郎　　 潟　　 町五　　城　　目　　町項　目

昭和34年　制定昭和32年　制定昭和26年　制定制　定

町　
　
　
　
　
　
　

章

　井川町の井の字を図案化したもの。
まわりの円では町の平和を、八本の矢
じるしは太陽からの光をあらわし、町
の発展と大きく進歩することを表徴し
たもの。

　町章は、地勢環境を大自然の中から描き出
し、躍進する町勢と和衷協力、平和と繁栄
を表したもの。即ち、中心をなす8は、湖八
郎潟の八と、一日市町と面潟村の二町村が合
併したことを意味し、左右の帆のかたちは、
順風満帆に風をはらませて進む舟のように、
かぎりない八郎潟の躍進する姿を表現した
もの。

　町章は、中世の頃にあった5つの城
（浦城、岡本城、砂沢城、馬場目城、
山内城）を目に配し、相互理解と前進
を表現して図案化したもの。合併した
5ヵ町村が大きく躍進しようとする姿
も表現している。

由　来

形　状

「井川町民歌」
昭和34年12月24日　制定

作詞  加藤　裕　作曲  石井五郎

「八郎潟町民歌」
昭和36年11月３日　制定

作詞  三戸幸二郎　作曲  大山会三郎

「町民の歌」
昭和35年9月30日　制定

作詞  佐藤敏英　作曲  石井五郎
町　民　歌

「松」
昭和49年6月１日　制定

「欅」
昭和61年9月30日　制定

「杉」
昭和60年10月20日　制定町　の　木

「さくら」
平成13年4月１日　制定

「さつき」
昭和61年9月30日　制定

「やまゆり」
昭和60年10月20日　制定町　の　花

「やまどり」
昭和49年6月１日　制定

※なし
「うぐいす」

昭和60年10月20日　制定町　の　鳥

「美しいまち　楽しいまち　健康なまち」「水と人、花と緑のふれあいの町」「朝市と城のある町」キ ャ ッ チ
フ レ ー ズ

○表5 町章など

④
町
民
憲
章
及
び
各
種
宣
言
に
つ
い
て

は
、
新
町
に
お
い
て
検
討
す
る
。

⑤
表
彰
制
度
は
、
新
町
に
お
い
て
新
た
な

制
度
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
旧
町
の

名
誉
町
民
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

※
表
5
参
照

協
議
第
29
号
　
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

①
町
長
の
ほ
か
常
勤
の
特
別
職
と
し
て
、

助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
を
置
く
。

②
特
別
職
（
議
会
議
員
、
農
業
委
員
会
委

員
及
び
消
防
団
員
を
除
く
。）
の
職
員

の
設
置
・
人
数
・
任
用
に
つ
い
て
は
、

法
令
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
調
整

す
る
。法
令
等
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、

合
併
時
ま
で
に
調
整
し
、
必
要
の
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
新

た
に
設
置
す
る
。

③
特
別
職
の
職
員
の
報
酬
等
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
報
酬
額
及
び
類
似
団
体
の

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
額
を
参
考
と
し

て
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

※
表
6
参
照

協
議
第
30
号
　
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
従
来
か
ら
の
経
緯
や
実
績
を
考
慮

し
つ
つ
、
公
共
的
必
要
性
・
有
効
性
・
公

平
性
の
観
点
か
ら
、
次
の
方
針
に
基
づ
き

調
整
す
る
。

①
3
町
で
同
一
又
は
同
種
の
補
助
金
・
交

付
金
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
団
体
等
の

理
解
と
協
力
を
得
て
、
制
度
の
統
一
化

に
向
け
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

②
各
町
独
自
の
補
助
金
・
交
付
金
等
に
つ

い
て
は
、
制
度
の
経
緯
、
従
来
か
ら
の

実
績
・
効
果
を
考
慮
し
、
新
町
全
体
の

均
衡
を
保
つ
よ
う
に
調
整
す
る
も
の
と

す
る
。

③
他
の
補
助
金
・
交
付
金
等
に
整
理
統
合

で
き
る
補
助
金
・
交
付
金
等
に
つ
い
て

は
、
統
廃
合
に
向
け
調
整
す
る
も
の
と

す
る
。

協
議
第
31
号
　
農
林
水
産
業
関
係
事
業
の

取
扱
い
に
つ
い
て

【
提
案
内
容
】

（
農
業
関
係
）

①
地
域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
農
業



⑩

振
興
地
域
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、

新
た
な
計
画
を
合
併
後
速
や
か
に
策
定

す
る
。
な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る

ま
で
の
間
は
、
現
計
画
を
引
き
続
き
運

用
す
る
。

②
水
田
農
業
構
造
改
革
対
策
に
つ
い
て

は
、現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

平
成
19
年
度
か
ら
事
業
内
容
を
統
一
し

て
実
施
す
る
。

③
認
定
農
業
者
会
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
引
き
続
き

育
成
・
支
援
す
る
。

④
農
業
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

平
成
18
年
度
か
ら
五
城
目
町
の
経
理
方

式
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

⑤
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
に
つ
い

て
は
、
制
度
が
延
長
さ
れ
た
場
合
は
継

続
す
る
。

⑥
航
空
防
除
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い

て
防
除
協
議
会
の
組
織
を
統
合
し
、
事

業
内
容
の
調
整
を
図
る
。
た
だ
し
、
新

協
議
会
が
組
織
さ
れ
る
ま
で
は
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

⑦
資
源
循
環
型
農
業
推
進
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、

新
町
に
お
い
て
調
整
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

⑧
県
営
土
地
改
良
事
業
の
負
担
に
つ
い
て

は
、現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

⑨
畜
産
振
興
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
引
き
続
き

育
成
・
支
援
す
る
。

（
林
業
関
係
）

⑩
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

に
新
た
に
策
定
す
る
。
な
お
、
新
計
画

が
策
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
現
計
画

を
引
き
継
ぎ
運
用
す
る
。

⑪
森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
事
業
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぐ
。

⑫
緑
化
推
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
五
城
目
町
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

⑬
広
域
林
道
開
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（
水
産
業
関
係
）

⑭
種
苗
放
流
事
業
に
つ
い
て
は
、
馬
場
目

川
漁
業
協
同
組
合
及
び
八
郎
湖
増
殖
漁

業
協
同
組
合
が
行
う
放
流
事
業
を
支
援

す
る
。

（
そ
の
他
）

⑮
そ
の
他
国
補
助
・
県
補
助
事
業
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
町
に
引
き

継
ぐ
。

井　 川　 町八　郎　潟　町五　城　目　町区　　　　　分

835,000円／月788,000円／月870,000円／月町　　　　　長
給　
　

料

常
勤
の
特
別
職

630,000円／月592,000円／月650,000円／月助　　　　　役
590,000円／月561,000円／月608,000円／月収　　入　　役
550,000円／月523,000円／月537,000円／月教　　育　　長

給料月額×1.15×160/100給料月額×1.15×140/100給料月額×1.15×140/100６　　月　　期手
当 給料月額×1.15×170/100給料月額×1.15×160/100給料月額×1.15×160/10012　　月　　期 

280,000円／月260,000円／月295,000円／月議　　　　　長
報　

酬

議

会

議

員

250,000円／月240,000円／月258,000円／月副　　議　　長
235,000円／月230,000円／月247,000円／月議　　　　　員

報酬月額×1.15×160/100報酬月額×1.15×140/100報酬月額×1.15×140/100６　　月　　期手
当 報酬月額×1.15×170/100報酬月額×1.15×160/100報酬月額×1.15×160/10012　　月　　期 

20,000円／月19,000円／月22,000円／月教 育 委 員 会 委 員 長

行　

政　

委　

員　

会

16,000円／月16,000円／月19,000円／月教 育 委 員 会 委 員
9,000円／月11,000円／月11,000円／月選挙管理委員会委員長
8,000円／月10,000円／月9,500円／月選挙管理委員会委員
15,000円／月22,000円／月12,000円／月監査委員(知識経験者)
11,000円／月20,000円／月11,000円／月監査委員 ( 議 会選出 )
22,000円／月23,000円／月25,000円／月農 業 委 員 会 会 長
18,000円／月19,000円／月22,000円／月農業委員会会長代理
17,000円／月17,000円／月20,000円／月農 業 委 員 会 委 員
12,000円／年15,000円／年6,500円／日固定資産評価審査委員会委員

○表6 特別職の職員の報酬等　 （平成15年4月1日現在）



⑪

五
城
目
町
議
会
議
長
に
就
任
し
ま
し
た
千
田

峯
夫
氏
（
四
月
八
日
就
任
）
、
秋
田
地
域
振
興

局
長
に
就
任
し
ま
し
た
三
浦
貞
一
氏
（
四
月
一

日
就
任
）
が
協
議
会
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

会
　
長
　
　

佐
　
藤
　
邦
　
夫

五
城
目
町
長

副
会
長
　
　

土
　
橋
　
多
喜
夫

八
郎
潟
町
長

副
会
長
　
　

齋
　
藤
　
正
　
寧

井
川
町
長

委
　
員
　
　

千
　
田
　
峯
　
夫

五
城
目
町
議
会
議
長

委
　
員
　
　

小
　
野
　
富
　
蔵

八
郎
潟
町
議
会
議
長

委
　
員
　
　

齋
　
藤
　
紀
　
男

井
川
町
議
会
議
長

委
　
員
　
　

荒
　
川
　
正
　
己

五
城
目
町
議
会
副
議
長

委
　
員
　
　

小
　
柳
　
　
　
勉

八
郎
潟
町
議
会
副
議
長

委
　
員
　
　

伊
　
藤
　
八
十
治

井
川
町
議
会
副
議
長

委
　
員
　
　

工
　
藤
　
卓
　
美

五
城
目
町
議
会
議
員

委
　
員
　
　

佐
　
藤
　
　
　
長

八
郎
潟
町
議
会
議
員

委
　
員
　
　

藤
　
田
　
英
　
次

井
川
町
議
会
議
員

委
　
員
　
　

草
　
皆
　
茂
　
樹

五
城
目
町
識
見
者

委
　
員
　
　

舘
　
岡
　
金
　
男

〃

委
　
員
　
　

山
　
平
　
富
　
子

〃

委
　
員
　
　

桜
　
庭
　
正
　
男

八
郎
潟
町
識
見
者

委
　
員
　
　

村
　
井
　
久
之
丞

〃

委
　
員
　
　

渡
　
部
　
　
　
郁

〃

委
　
員
　
　

小
　
玉
　
昭
　
夫

井
川
町
識
見
者

委
　
員
　
　

齋
　
藤
　
一
　
男

〃

委
　
員
　
　

森
　
田
　
千
技
子

〃

委
　
員
　
　

三
　
浦
　
貞
　
一

秋
田
地
域
振
興
局
長

協
議
会
委
員
変
更
の

お
知
ら
せ

合併協議会委員名簿

第7回 合併協議会開催のお知らせ

協議会はどなたでも傍聴できます 

日時 平成16年5月24日（月）

午後１時

場所 五城目町役場正庁

案　件

●議会の議員の定数及び任期の取扱いについて（継続）

●農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて（継続）

●一般職の職員の身分の取扱いについて（継続）

●公共的団体等の取扱いについて

●条例・規則等の取扱いについて

●交通関係事業について

●建設関係事業について

●慣行の取扱いについて

●特別職の職員の身分の取扱いについて

●補助金、交付金等の取扱いについて

●農林水産業関係事業について　　など

委嘱状交付の様子
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⑫

確認協議提案協　定　項　目№区分

◎○○合併の方式１

基
本
的
項
目

◎○○合併の期日２

◎○○新町の名称３

◎○○（協議細目）　決定方法の確認（小委員会設置）

△○ 新町の事務所の位置４

△○ 財産（及び債務）の取扱い５

△○ 議会の議員の定数及び任期の取扱い６

合
併
特
例
法
に
よ
る
項
目

◎○○（協議細目）　決定方法の確認

△○ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い７

◎○○（協議細目）　決定方法の確認

地方税の取扱い８

◎○○（協議細目）　地方税（都市計画税を除く）の取扱い

△○一般職の職員の身分の取扱い９

地域審議会10

○特別職の職員の身分の取扱い11

す
り
合
わ
せ
が
必
要
な
項
目

○条例、規則等の取扱い12

事務組織及び機構の取扱い13

一部事務組合等の取扱い14

使用料、手数料等の取扱い15

○公共的団体等の取扱い16

○補助金、交付金等の取扱い17

字名の区域及び名称の取扱い18

○慣行の取扱い19

◎○○国民健康保険事業の取扱い20

◎○○介護保険事業の取扱い21

消防団の取扱い22

行政区の取扱い23

確認協議提案協　定　項　目№区分

電算システム事業24

各

種

事

務

事

業

の

取

扱

い

広報公聴関係事業（地域情報化事業）25

◎○○交流事業（国際交流、姉妹都市交流事業）26

納税関係事業27

消防防災関係事業28

○交通関係事業29

◎○○窓口業務30

保健衛生事業31

環境対策関係事業32

ごみ収集運搬業務事業33

保育事業34

社会福祉協議会の取扱い35

児童福祉事業36

障害者福祉事業37

高齢者福祉事業38

その他の福祉事業39

健康づくり事業40

○農林水産業関係事業41

商工観光関係事業42

勤労者・消費者関連事業43

○建設関係事業44

上・下水道事業45

学校教育事業46

社会教育（生涯学習）事業47

町立学校の通学区域の取扱い48

文化振興事業49

コミュニティ施策（施設）事業50

その他の事業51

新町まちづくり計画52
新
町
建
設
計
画

◎○○（協議細目）　策定方針の確認

合併協定項目の協議状況（平成16年4月27日現在）

提案、協議済:○ 継続協議:△ 確認:◎


